
 

１．総合計画とは   

 総合計画とは、自治体の全ての計画の基本となる計画のことで、言い換えれば自

治体の全ての事務事業はこの総合計画に沿って行われることになります。これによ

り、福祉・環境保全・都市基盤整備・産業振興・教育など様々な分野にわたる事務事

業を、一つの方向性のもとに計画的に推進していくことが可能になります。 

 自治体の舵取りとして、重要な役割を果たす総合計画の策定に際しては、町民ニー

ズや各自治体毎の行政課題を反映させることが必要です。また、地方自治法２条に

市町村は基本構想を策定し議会の議決を受けることが義務付けられています。 

２．総合計画は三本立て 

 

 

 

 総合計画は、一般に超長期のまちづくりのビジョン(目指すべき将来都市

像)を示す基本構想、基本構想で示された都市像を実現するための施策

を定める長期計画である基本計画、基本計画で方向付けられた施策を

具体的な事業として実現する実施計画の三つの計画で構成されていま

す。 

 明和町の総合計画も、基本構想・基本計画・実施計画の三本立てになっ

ています。 


